
別紙様式 

奥武島キャンプ施設の指定管理者の選定結果について 

 

奥武島キャンプ施設について、下記のとおり指定管理者を選定したので、その結果を公表します。 

 

１ 施設の概要 

名 称  奥武島キャンプ施設 

所在地  久米島町字奥武170-1 

２ 指定管理者 

名 称  合同会社ＰＬＵＣＫ 

所在地  久米島町字真謝220-1 

代表者  石坂 達 

３ 指定期間  令和４年４月１日 ～ 令和５年３月31日（１年間） 

４ 選定の経過 

(１)募集状況等について(公募) 

ア 申請受付期間 令和４年２月21日（月）～３月１日（火） 

イ 応募団体数  ２者 

(２)審査方法 

  ア 選定委員 久米島町公の施設に係る指定管理者選定委員会 

（委員長：副町長、委員：総務課長、企画財政課長、税務課長、福祉課長、 

産業振興課長、教育課長、商工観光課長） 

イ 選定経過 審査日時：令和４年３月２日（水）午後１時３０分～ 

審査会場：久米島町役場仲里庁舎２階会議室 

審査方法：応募書類等に基づく面接審査（プレゼンテーション及び質疑応答） 

を行った。 

ウ 審査表 

No 選 定 項 目  審 査 項 目  内 容  配 点  

１ 

事 業 計 画 の 内 容

が 、 住 民 及 び 利

用 者 の 平 等 な 使

用 を確 保 するもの

であるか 

施 設 の設 置 目 的 及

び 町 が 示 し た 管 理

方 針  

施 設 の設 置 目 的 を理 解 しているか 

10 

町 が示 した管 理 方 針 と事 業 者 が示 した運

営 方 針 が合 致 するか 

団 体 の経 営 モラルは適 切 か 

町 民 の 利 用 促 進 の

ための具 体 的 手 法  

町 民 の 利 用 促 進 の た め の 具 体 的 な手 法

が組 み込 まれているか 

２ 

事 業 計 画 の 内 容

が 、 当 設 公 の 施

設 の 公 用 を 最 大

限 に 発 揮 さ せ る も

のであるか 

利 用 者 の 増 加 を 図

る た め の 具 体 的 手

法 及 び 期 待 さ れ る

効 果  

新 た な旅 のス タ イ ル 展 開 促 進 が見 込 まれ

る計 画 となっているか 

30 

利 用 拡 大 の取 り組 み内 容 は適 切 か 

サービス向 上 のため

の 具 体 的 手 法 及 び

期 待 される効 果  

サービス向 上 のための取 組 内 容 は適 切 か 

自 主 事 業 の提 案 は町 が意 図 した企 画 とな

っているか 



全 体 的 に施 設 の整 備 、機 能 を活 用 した内

容 となっているか 

施 設 の 維 持 管 理 の

内 容 、 的 確 性 及 び

実 現 可 能 性  

求 めている内 容 が事 業 計 画 書 で提 案 され

ているか 

施 設 管 理 、安 全 管 理 は適 切 か 

維 持 管 理 は効 率 的 に行 われているか 

３ 
地 域 経 済 へ 波 及

が期 待 できるか 

地 域 経 済 へ の 波 及

効 果  

地 域 経 済 へ の 波 及 効 果 を 創 出 す る た め

の具 体 的 な取 組 が計 画 されているか 
10 

４ 

事 業 計 画 の 内 容

が、管 理 に係 る経

費 の 縮 減 が 図 ら

れるものであるか 

施 設 管 理 運 営 に係

る経 費 の内 容  

施 設 管 理 運 営 に係 る収 支 計 画 等 は適 正

に計 画 されているか 
20 

５ 

事 業 計 画 に 沿 っ

た管 理 を安 定 して

行 う 物 的 能 力 及

び 人 的 能 力 を 有

しているか 

収 支 計 画 の 内 容 、

的 確 性 及 び 実 現 の

可 能 性  

収 入 、 支 出 の 積 算 と 事 業 計 画 の 整 合 性

は図 られているか 

20 

収 支 計 画 の実 現 可 能 性 はあるか 

安 定 的 な 運 営 が 可

能 となる人 的 能 力  

職 員 体 制 は十 分 か 

職 員 の指 導 体 制 、研 修 体 制 は十 分 か 

安 定 的 な 運 営 が 可

能 い と な る 経 理 的

基 盤  

団 体 の財 務 状 況 は健 全 か 

６ 

そ の 他 、 施 設 の

設 置 目 的 を 達 成

す る た め に 必 要 と

認 められる事 項  

情 報 の管 理  
個 人 情 報 保 護 のための適 切 な措 置 がとら

れているか 
10 

公 共 性 の理 解  
公 の施 設 の管 理 に関 し、公 共 性 の理 解 が

あるか 

合   計  100 

 

エ 選定方法 上記審査表に基づき、採点した結果を以下の得点付与基準に沿って得点化し 

選定した。 

得
点
付
与
基
準 

評価 判断基準 得点算出方法 

A 特に優れている 配点×１ 

B 優れている 配点×０．８ 

C 普通 配点×０．５ 

D やや劣っている 配点×０．３ 

E 劣っている 配点×０．１ 

 

オ 選定結果 合同会社ＰＬＵＣＫ  73.7 点 

        Ａ団体        69.6 点 


